
課⾦・投げ銭のトラブル

「消費者トラブルFAQ」
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パスワードを教えていないから、昔のスマ
ホだから⼤丈夫、という油断から被害にあ
ってしまった、という相談が寄せられてい
ます。なかには、「親がパスワードを⼊⼒

月子どもの消費者トラブルにご注意ください！　子どもの消費者トラブルにご注意ください！　

困った時はご連絡ください。

那覇市泉崎1-1-1　
市役所1階

📞098-862-3278
平日9時〜16時

case 家庭用ゲーム機を使ってゲームをさせていたら、アイテム
入手のために課金していたことが分かった。課金の方法
は教えていなかったので、まさか課金できるとは思ってい
なかった。

case
親が前に使っていたスマホで子どもにゲームをさせて
いた。クレジットカードの情報が残っていたようで、知
らない間に子どもがゲーム内で課金していた。

case クレジットカードの利用明細に高額の請求があった。
子どもが親のタブレットを使って動画投稿サイトの
ライブ配信で投げ銭をしていたことが分かった。
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しているのを⾒たことがあり、覚えていた」という
声も。ゲーム機、スマホ、タブレットの設定は事前
に確認し、課⾦ができないようにする。また、通知
メールやクレジットカードの明細はこまめに確認す
ることも⼼がけてください。使⽤のルールについて
も、お⼦さんと確認をお願いします。

スマホやタブレットを持たせていな
いから、と安⼼していたところ、友
達の端末でSNSを利⽤していたという

SNSのトラブル
case SNS で仲良くなった人に自撮りや本名を送ったら、　

拡散すると脅された。相手は同世代の子だと思って
いたが実際は違った。

case SNSに友達と撮った写真をアップしたら、撮影場
所が特定され、知らない人から「SNSで見たよ」
と声をかけられた。

case ネットの占いが学校で流行っていたので、検索で
出たきたサイトに名前、生年月日、メアドを入力
したら、怪しいメールが大量に届くようになった。

Point

case 匿名だから大丈夫、と思い、SNSに悪口を投稿し
たら、名誉棄損で訴えられた。

事例もあります。端末を持っていなくても、
被害にあう危険性があることを念頭におき、
ネットの良さ、怖さをお⼦さんに伝えていた
だくようお願いします。

「⼩学⽣が消費者トラブルに巻き込まれてしまった」
という相談が増えています。
解決できる場合もありますが、流失してしまった個⼈
情報を取り戻したり、払ってしまったお⾦を取り戻す
ことができないケースもあります。
被害にあわないためにはどうすれば良いのか？
ぜひ、お⼦さんと話し合ってみてください。

情報収集

インターネットトラブル事例集

Let’s talk♪ 
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